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公益財団法人全日本柔道連盟 

名誉会長、特別顧問、顧問および参与に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、定款第３１条に基づき、名誉会長、特別顧問、顧問および参与に関する事項につ

いて定める。 

 

（名誉会長） 

第２条 名誉会長は、本連盟の会長を務めた者から選任する。 

 

（特別顧問） 

第３条 特別顧問は、会長が委嘱を必要と認めた職務について、当該職務に関する知見ないし経験等を

有する者を選任する。 

 

（顧問） 

第４条 顧問は、次の各号の一に該当する者の中から選任する。 

(１) 本連盟の理事で、会長、副会長、専務理事、および地区の連盟会長を１期以上務め、60 歳

以上（退任した年度中に 60歳になる者も含む）で退任する者。なお、理事から他の役職（監

事、評議員または特別顧問）に就任する者は除く。 

(２) 柔道界のために多大な貢献をした者で会長が推薦する者。 

２．顧問に就任した者が、再度、理事・監事、評議員または特別顧問に就任した場合は、一度顧問

を退任し、理事・監事、評議員または特別顧問を退任した時に、再度顧問に就任する。 

   

（参与） 

第５条 参与は、次の各号の一に該当する者の中から選任する。 

（１）本連盟の理事・監事、および評議員を１期以上務め、60 歳以上（退任した年度中に 60 歳

になる者も含む）で退任する者。なお、現役職から他の役職（理事・監事、評議員および

特別顧問等）に就任する者は除く。 

（２）その他、会長が推薦する者。 

  ２．参与に就任した者が、再度、理事・監事、評議員または特別顧問に就任した場合は、一度参与

を退任し、理事・監事、評議員または特別顧問を退任した時に、再度参与に就任する。ただし、

後に顧問就任の要件を満たした場合は、理事会の承認を得て顧問に委嘱する。 

 

（選任） 

第６条 名誉会長、特別顧問、顧問及び参与の就任については、理事会の承認を得て、会長が選任する。 

 

（任期） 

第７条 名誉会長および特別顧問の任期は、選任時に理事会で定める。 
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２．顧問および参与の任期は、選任後８年以内に終了する最終事業年度末とする。 

  ３．顧問または参与に就任後、再び理事・監事、評議員または特別顧問に就任し、一旦顧問または

参与を退任した場合は、最後に理事、監事、評議員または特別顧問を退任した日を基準として

８年以内に終了する最終事業年度末とする。 

 

（報酬） 

第８条 名誉会長、顧問および参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁

償することができる。 

２．特別顧問の報酬は、その業務内容を勘案して会長が別に定める。 

 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

１．この内規は、平成３年１０月２３日から施行する。 

２．この内規は、平成７年７月１日から一部改定して施行する。 

３．この内規は、公益財団法人全日本柔道連盟の設立の登記の日（平成２４年４月１日）から施行する。 

４．この内規は、平成２６年１０月１６日から一部改正して施行する。 

５．４．の改正に合わせ、既に就任している顧問および参与の任期は、就任日から８年以内に終了する

最終事業年度末とする。 

６．この内規は、平成２９年１０月２日から一部改正して施行する。 

７．この内規は、名称を規程に改め、２０２１年６月２９日から一部改正して施行する。 

８．この規程は、２０２６年３月１６日から一部改正して施行する。 


